
 

●口座振替のお申込みについて● 
口座振替を新規開始（変更を含む）の場合は開始へ〇 

（変更の場合、廃止手続きは不要です。） 

金融機関・コンビニ・スマホ決済への切り替えを希望する場合は、廃止へ

○ 

（後日、市役所より自動的に今年度の納期未到来分の納付書を送付しま

す。） 

・口座振替開始時期は提出日の翌月末からです。 

 

 

黄色の枠内には口座振替をしたい口座情報をご記入ください。 

口座登録の際、お電話で内容を確認する場合がありますので、 

日中連絡のつく電話番号をご記入ください。 

 

 

青色の枠内は、誰の分の何の税金を口座振替するかご記入いただきます。 

通知書等記載例  島田 花子（島田 太郎 様分） 

島田 花子（島田 太郎 外１名 様分） 

 

上記例の場合 （   ）の中を納税義務者氏名欄にご記入ください。 

 

納税義務者が亡くなった場合や、車や土地、建物を売買した場合も年度の

途中では、納税義務者は変わりません。 

名義ごと口座情報を登録していますので、名義変更された場合は口座情報

が引き継がれない場合があります。 

 

住民コードは納付書や納税通知書に記載してあります。 

（空欄の場合、登録内容をお電話で確認する場合があります。 

 

島田市中央町１番の１ 
427-8501 

シマダ ハナコ 
島田 花子 

島田 島田 

0547  36  7138 

０１２３４５６ 

島田太郎 
島田太郎 外 1 名 

ｓ55.11.25 
ｓ55.11.25 

９８７６ ５４３ 

令和 3 12  1 

１１２２ ３３４ 


